
子ども会活動中（年間行事計画書に記載した行事）やその往復途中に、加入者がケ
ガをしたり、病気になった場合、医療共済金を請求することができます。

また、次のような場合も請求することができます。
・１回だけの通院・検査・入院
・市の子ども医療助成制度により窓口負担が発生しないとき
・熱中症など

Ⅰ. 活動中に事故が起きたら

生涯学習課までお電話いただき、事故発生から３０日以内に、
「全国子ども会安全共済会事故第一報告書」〈共済様式〉２０【様式集P１３】
をご提出ください。

《注意点》
・提出が遅れると適用が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
・行事計画書・チラシがある場合は、添付してください。
・事故発生場所が往復途中である場合は、その経路図も必要となります。

Ⅱ. ケガや病気が治癒したら

ケガや病気が治癒したら、６０日以内に下記書類を提出してください。
・<医療共済金>請求書兼事故証明書〈共済様式〉２１ 【様式集P１５】
・個人情報の取扱いについての同意書〈共済様式〉２２【様式集P１７】
・医療機関からの医療費点数が記入のある領収書全て（投薬分を含む）

《注意点》
・共済金を請求する場合、共済金請求権の発生した日（完治した日）から、６０日以内
に共済金請求時に必要となる書類を提出することが必要です。

Ⅲ.共済金の支給方法について

全国子ども会連合会において、請求書類に基づき審査し、請求手続きが完了した日
から６０日以内に支払いの可否を決定し、被共済者が指定した口座に直接支払われ
ます。（特別な照会または調査が必要な場合を除く）

（９）医療共済金の手続きについて
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Ⅳ.その他、提出が求められることがある書類

次のような場合、下記書類を提出いただくことがあります。

《領収書を紛失した場合》
・医療報告書〈共済様式〉２３ 【様式集P１９】
※文書料は自己負担となるのでご注意ください。

《整骨院にかかった場合》
・柔道整復施術〈共済様式〉２４【様式集P ２０】

《後遺障害の場合》
死亡・後遺障害共済金の請求となります。
・死亡・後遺障害共済金請求書〈共済様式〉２５【様式集P ２１ 】
・後遺障害診断書〈共済様式〉２６【様式集P ２２ 】
・同意書〈共済様式〉２７【様式集P ２３ 】
・委任状〈共済様式〉２８【様式集P ２４】

《・医療費の請求が遅れた場合》

ケガや病気が治癒してから６０日を過ぎて書類の提出があった場合、全国子ども会連
合会から遅延理由書の提出を求められる場合があります。
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参考

この領収書では、ケガをされた本人の支払金額は0円ですが、医療費点数の合計が
532点＋210点＋65点＋45点＝852点となり、医療費総額が8,520円となります。

支払われる共済金は医療費総額の30パーセントとなるので2,556円です。

※領収書や明細書は点数で表示されており、1点＝10円で計算されます。
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※領収書の外、診療明細書での提出が可能です。



「子ども会活動中」の過ちで、主催者以外の第三者にケガを負わせてしまったり、ま
たは物に損害を与えたことにより、「全国子ども会安全共済会」に加盟している単位子
ども会、会の指導者・育成者等の主催者が、法律上の損害賠償責任を負担すること
によって被る損害を保険金として請求することができます。

（例）・レクリエーション中に窓を破損した。
・ボールを投げたら、通行人にあたりケガをさせた等

対象‥‥‥‥子ども会安全共済会に加盟している単位子ども会、各団体連合組織の
指導者・育成者

期間‥‥‥‥令和６年４月１日午後４時から令和７年４月１日午後４時まで

契約内容
①施設所有（管理）者賠償責任保険（借用イベント施設損壊補償特約付帯）

②受託者賠償責任保険（運送危険補償特約付帯）

※免責金額とは、お支払いする保険金の計算にあたって、損害の額から差し引く額を
いいます。免責金額は、自己負担額となります。

Ⅰ. 保険金の請求について

事故発生後は、直ちに生涯学習課までご連絡ください。

Ⅱ. 保険金の支払い判断について

保険金を支払う・支払わないの判断は、保険会社で行います。

Ⅲ. 保険金の支払いについて

①対人の場合・大規模の物損の場合・自動車の損害の場合等は、請求書を整える
前に見積もり・治療明細等の資料に基づき損害額を確定する場合が多いです。

②慰謝料について対人にはありますが、対物にはありません。
※請求書に該当しそうな場合は、忘れずに写真・見積書をとってください。

（１０）子ども会賠償責任保険について

身体賠償
１名につき １億円 免責金額 なし

１事故につき ５億円

財物賠償 １事故につき ２００万円 免責金額 なし

財物賠償 １事故・保険期間中につき １,０００万円 免責金額 ３，０００円
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令和５年４月１日午後４時から令和６年４月１日午後４時まで
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